
目

次

条

例

○
青
森
県
若
者
定
着
奨
学
金
返
還
支
援
基
金
条
例
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
企
画
調
整
課
）
…
二

○
青
森
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
三

○
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
qqqqqq（

同

）
…
四

○
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
qqqqqq（

同

）
…
五

○
青
森
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
qqqqqq（
行
政
経
営
課
）
…
五

○
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
qqqqqqqqqqqqqqq（
総
務
学
事
課
）
…
七

○
青
森
県
行
政
書
士
試
験
受
験
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
八

○
公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
八

○
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
九

○
青
森
県
国
民
健
康
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一〇

○
青
森
県
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一〇

○
青
森
県
国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
一一

○
青
森
県
宅
地
建
物
取
引
業
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
建
築
住
宅
課
）
…
一二

○
青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
qqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一三

○
青
森
県
高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
消
防
保
安
課
）
…
一三

○
青
森
県
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一四

○
青
森
県
電
気
工
事
士
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一五

○
青
森
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
qqqqqqqqqqqqqqq（
教

育

庁

教
職
員
課
）
…
一六

○
青
森
県
三
内
丸
山
遺
跡
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
qqq（
教

育

庁

文

化

財

保

護

課
）
…
一六

○
青
森
県
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
教

育

庁

高
等
学
校

教
育
改
革

推

進

室
）
…
一七

○
県
公
安
委
員
会
の
委
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
警
察
本
部

総

務

課
）
…
二二

○
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
警
察
本
部

警

務

課
）
…
二三

○
青
森
県
銃
砲
等
刀
剣
類
所
持
許
可
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
警
察
本
部

生
活
安
全

企

画

課
）
…
二四

○
青
森
県
道
路
交
通
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
警
察
本
部

運
転
免
許
課
）
…
二四

青
森
県
報
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条

例

青
森
県
若
者
定
着
奨
学
金
返
還
支
援
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
三
号

青
森
県
若
者
定
着
奨
学
金
返
還
支
援
基
金
条
例

（
設
置
）

第
一
条

企
業
等
と
連
携
し
て
本
県
へ
の
若
者
の
定
着
を
促
進
す
る
た
め
に
大
学
の
卒
業
者
等
の
奨
学
金
の
返
還
を
支
援
す
る
事
業
（
以
下
「
若
者
定
着
奨
学
金
返
還
支
援
事
業
」

と
い
う
。
）
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
青
森
県
若
者
定
着
奨
学
金
返
還
支
援
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

（
積
立
額
）

第
二
条

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
で
定
め
る
。

（
管
理
）

第
三
条

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
運
用
益
金
の
処
理
）
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第
四
条

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
基
金
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。

（
基
金
の
処
分
）

第
五
条

基
金
は
、
若
者
定
着
奨
学
金
返
還
支
援
事
業
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
繰
替
運
用
）

第
六
条

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第
七
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
は
、
令
和
十
七
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

青
森
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
四
号

青
森
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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青
森
県
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
九
月
青
森
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
五
号
中
「
二
八
四
人
」
を
「
二
九
八
人
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
一
三
八
人
」
を
「
一
四
四
人
」
に
改
め
、
同
項
中
「
五
、
三
八
八
人
」
を
「
五
、
四

○
八
人
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
五
号

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
号
イ
⑴
を
削
り
、
同
イ
⑵
中
「
特
定
職
に
引
き
続
き
」
を
「
引
き
続
い
て
任
命
権
者
を
同
じ
く
す
る
職
（
以
下
「
特
定
職
」
と
い
う
。
）
に
」
に
改
め
、
同
⑵
を

同
イ
⑴
と
し
、
同
イ
⑶
を
同
イ
⑵
と
す
る
。

第
二
十
六
条
第
二
号
中
「
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
」
を
「
勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
号
イ

及
び
ロ
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
号

職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
な
つ
た
者
は
、
任
命
権
者
又
は
任
命
権
者
の
定
め
る
上
級
の
公
務
員
の
面
前
に
お
い
て
」
を
「
な
っ
た
者
は
」
に
、
「
に
よ
る
宣
誓
書
に
署
名
し
て
」
を
「
の
宣

誓
書
に
よ
る
服
務
の
宣
誓
を
し
て
」
に
、
「
行
つ
て
」
を
「
行
っ
て
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
な
つ
た
」
を
「
な
っ
た
」
に
改
め
る
。

別
記
（
一
般
職
員
）
中
「
且
つ
」
を
「
か
つ
」
に
改
め
、
「
印
」
を
削
る
。

別
記
（
警
察
職
員
）
中
「
従
つ
て
」
を
「
従
っ
て
」
に
、
「
且
つ
」
を
「
か
つ
」
に
、
「
当
る
」
を
「
当
た
る
」
に
改
め
、
「
㊞
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾
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青
森
県
条
例
第
七
号

青
森
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
平
成
二
十
七
年
十
月
青
森
県
条
例
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
中
七
の
項
を
八
の
項
と
し
、
四
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
の
三
の
項
中
「
生
活
保
護
法
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
外
国
人
に
対
す
る
保
護

の
実
施
又
は
就
労
自
立
給
付
金
若
し
く
は
進
学
準
備
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報
（
以
下
「
」
及
び
「
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
項
を
同
表
の
四
の
項
と
し
、
同
表
の
二

の
項
中

「

」
を

「

」

に
改
め
、
同
項
を
同
表
の
三
の
項
と
し
、
同
表
の
一
の
項
中

「

」
を

「

」
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に
改
め
、
同
項
を
同
表
の
二
の
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

別
表
第
三
中
八
の
項
を
九
の
項
と
し
、
七
の
項
を
八
の
項
と
し
、
六
の
項
を
七
の
項
と
し
、
五
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
八
号

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
号
中
「
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
」
を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
行
政
書
士
試
験
受
験
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
九
号

青
森
県
行
政
書
士
試
験
受
験
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
行
政
書
士
試
験
受
験
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
七
千
円
」
を
「
一
万
四
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
十
号

公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
十
三
号
た
だ
し
書
中
「
十
歳
」
を
「
七
歳
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
十
一
号

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
（
平
成
二
十
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
附
則
第
十
四
条
の
二
」
を
「
附
則
第
十
四
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
零
」
を
「
十
万
分
の
二
十
二
」
に
改
め
る
。
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第
五
条
中
「
附
則
第
十
四
条
の
二
」
を
「
附
則
第
十
四
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
国
民
健
康
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
十
二
号

青
森
県
国
民
健
康
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
国
民
健
康
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
（
平
成
二
十
八
年
三
月
青
森
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
及
び
第
五
条
中
「
及
び
同
条
第
二
項
」
を
「
並
び
に
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
第
八
十
一
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
八
十
一
条
の
二
第
五
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
中
「
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
十
三
号

青
森
県
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
九
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
号
中
「
国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
、
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
及
び
標
準
保
険
料
率
に
関
す
る
省
令
」
を
「
国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交

付
金
、
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
、
財
政
安
定
化
基
金
及
び
標
準
保
険
料
率
に
関
す
る
省
令
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
十
四
号

青
森
県
国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
等
徴
収
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
中
国
営
小
田
川
二
期
土
地
改
良
事
業
の
項
を
削
り
、
国
営
津
軽
北
部
二
期
土
地
改
良
事
業
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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第
五
条
第
一
項
中
「
又
は
国
営
十
三
湖
土
地
改
良
事
業
」
を
「
、
国
営
十
三
湖
土
地
改
良
事
業
又
は
国
営
浅
瀬
石
川
二
期
土
地
改
良
事
業
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
宅
地
建
物
取
引
業
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
十
五
号

青
森
県
宅
地
建
物
取
引
業
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
宅
地
建
物
取
引
業
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
二
条
第
三
号
中
「
七
千
円
」
を
「
八
千
二
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
十
六
号

青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
条
例
（
平
成
十
五
年
三
月
青
森
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
六
号
中
「
第
八
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
土
地
の
」
を
「
第
二
十
九
条
の
九
各
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
る
。

第
四
条
及
び
第
五
条
中
「
第
八
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
土
地
の
」
を
「
第
二
十
九
条
の
九
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
土
地
の
区
域
内
」
を
「
区
域
内
」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
十
七
号

青
森
県
高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
九
号
中
「
九
千
三
百
円
」
を
「
一
万
千
六
百
円
」
に
、
「
八
千
八
百
円
」
を
「
一
万
千
百
円
」
に
、
「
八
千
七
百
円
」
を
「
一
万
三
百
円
」
に
、
「
八
千
二
百
円
」
を

「
九
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
表
第
十
号
中
「
七
千
九
百
円
」
を
「
九
千
円
」
に
、
「
七
千
四
百
円
」
を
「
八
千
五
百
円
」
に
、
「
六
千
二
百
円
」
を
「
七
千
二
百
円
」
に
、

「
五
千
七
百
円
」
を
「
六
千
七
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
十
八
号

青
森
県
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五
十
三
号
）
の
一
部
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を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
六
号
中
「
十
一
万
円
」
を
「
九
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
表
第
八
号
中
「
一
万
七
千
円
」
を
「
一
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
表
第
十
五
号
中
「
二
万
千
四
百
円
」
を

「
二
万
三
千
二
百
円
」
に
、
「
二
万
九
百
円
」
を
「
二
万
二
千
七
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
な
さ
れ
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
電
気
工
事
士
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
十
九
号

青
森
県
電
気
工
事
士
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
電
気
工
事
士
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
号
中
「
二
千
百
円
」
を
「
二
千
七
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
な
さ
れ
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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青
森
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
二
十
号

青
森
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
学
校
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
三
月
青
森
県
条
例
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
項
の
表
中
「
二
、
四
三
二
人
」
を
「
二
、
三
一
三
人
」
に
、
「
一
八
七
人
」
を
「
一
九
〇
人
」
に
、
「
一
、
二
一
四
人
」
を
「
一
、
二
一
六
人
」
に
、
「
三
、
〇
一
七
人
」

を
「
二
、
九
七
六
人
」
に
、
「
四
、
六
八
九
人
」
を
「
四
、
六
五
六
人
」
に
、
「
一
一
、
五
六
三
人
」
を
「
一
一
、
三
七
五
人
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
三
内
丸
山
遺
跡
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
二
十
一
号

青
森
県
三
内
丸
山
遺
跡
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

― 16 ―



青
森
県
三
内
丸
山
遺
跡
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
三
十
年
三
月
青
森
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
る
。

第
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

北
海
道
・
北
東
北
の
縄
文
遺
跡
群
包
括
的
保
存
管
理
計
画
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
二
十
二
号

青
森
県
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
立
学
校
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

県
公
安
委
員
会
の
委
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
二
十
三
号

― 22 ―



県
公
安
委
員
会
の
委
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

県
公
安
委
員
会
の
委
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
六
月
青
森
県
条
例
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
新
ら
た
に
」
を
「
新
た
に
」
に
、
「
な
つ
た
者
は
、
知
事
の
面
前
に
お
い
て
」
を
「
な
っ
た
者
は
」
に
、
「
に
よ
る
宣
誓
書
に
署
名
し
て
」
を
「
の
宣
誓
書
に
よ

る
服
務
の
宣
誓
を
し
て
」
に
、
「
行
つ
て
」
を
「
行
っ
て
」
に
改
め
る
。

別
記
中
「
何
者
」
を
「
何
も
の
」
に
、
「
従
つ
て
」
を
「
従
っ
て
」
に
改
め
、
「
㊞
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
二
十
四
号

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
六
月
青
森
県
条
例
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
青
森
県
弘
前
警
察
署
の
項
中
「
藤
崎
町
」
の
下
に
「
、
北
津
軽
郡
の
う
ち
板
柳
町
」
を
加
え
、
同
表
青
森
県
板
柳
警
察
署
の
項
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）
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１

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
青
森
県
警
察
署
協
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

２

青
森
県
警
察
署
協
議
会
条
例
（
平
成
十
三
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
青
森
県
板
柳
警
察
署
協
議
会
」
を
削
る
。

青
森
県
銃
砲
等
刀
剣
類
所
持
許
可
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
二
十
五
号

青
森
県
銃
砲
等
刀
剣
類
所
持
許
可
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
銃
砲
等
刀
剣
類
所
持
許
可
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
八
号
中
「
千
八
百
円
」
を
「
千
六
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
な
さ
れ
た
届
出
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
道
路
交
通
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
二
十
六
号

青
森
県
道
路
交
通
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
道
路
交
通
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
法
」
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
及
び
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
二
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条

第
七
号
中
「
第
九
十
一
条
」
の
下
に
「
及
び
第
九
十
一
条
の
二
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条
第
十
号
中
「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
」
の
下
に
「
及
び
ロ
」
を
加
え
、

「
及
び
第
百
一
条
の
七
第
一
項
」
を
「
並
び
に
第
百
一
条
の
七
第
一
項
並
び
に
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
改
正
法
に
よ

る
改
正
前
の
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
及
び
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧

法
第
百
一
条
の
四
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
及
び
ハ
並
び
に
第
百
一
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
技
能
検
査
に
関
す
る
事
務

第
三
条
第
一
項
中
「
又
は
同
項
第
十
号
」
を
「
、
同
項
第
十
号
」
に
、
「
）
を
」
を
「
）
又
は
同
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
講
習
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
若
年
運

転
者
講
習
」
と
い
う
。
）
を
」
に
、
「
又
は
初
心
運
転
者
講
習
」
を
「
、
初
心
運
転
者
講
習
又
は
若
年
運
転
者
講
習
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
初
心
運
転
者
講
習
」
を

「
、
初
心
運
転
者
講
習
及
び
若
年
運
転
者
講
習
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
及
び
初
心
運
転
者
講
習
」
を
「
、
初
心
運
転
者
講
習
及
び
若
年
運
転
者
講
習
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
号
中
「
運
転
技
能
検
査
手
数
料
」
を
「
検
査
手
数
料
」
に
改
め
、
同
表
第
十
一
号
中
「
第
九
十
一
条
」
の
下
に
「
又
は
第
九
十
一
条
の
二
第
二
項
」
を
加
え
、
同
表

第
十
四
号
中
「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
」
の
下
に
「
若
し
く
は
ロ
」
を
加
え
、
「
又
は
第
百
一
条
の
七
第
一
項
」
を
「
若
し
く
は
第
百
一
条
の
七
第
一
項
又
は
改
正
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法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
若
し
く
は
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
法
第
百
一
条
の
四
第
二
項
」
に
、
「
七
百
五
十
円
」
を
「
千
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
第
十
五
号
中
「
認
知
機
能
検
査
に
」
を
「
認
知

機
能
検
査
等
に
」
に
、
「
認
知
機
能
検
査
員
講
習
受
講
手
数
料
」
を
「
認
知
機
能
検
査
等
検
査
員
講
習
受
講
手
数
料
」
に
、
「
千
四
百
円
」
を
「
千
四
百
五
十
円
」
に
、
「
八
百

円
」
を
「
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
七
号
を
同
表
第
二
十
八
号
と
し
、
同
表
第
二
十
六
号
中
「
又
は
第
十
三
号
」
を
「
、
第
十
三
号
又
は
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
号

を
同
表
第
二
十
七
号
と
し
、
同
表
第
二
十
五
号
中

「
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を
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」

「

に
、
「
二
千
円
」
を
「
二
千
二
百
五
十
円
」
に
、
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」

「

を
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」

「

に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
二
十
六
号
と
し
、
同
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」

表
中
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

別
表
の
備
考
の
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
第
十
七
号
」
を
「
第
十
八
号
」
に
改
め
、
同
備
考
の
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
第
十
九
号
」
を
「
第
二
十
号
」
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
五
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。
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